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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のユーザから、第１のメディアアセットへのアクセスを制限する第１の動作を受信
することと、
　第２のメディアアセットに対して行われる第２の動作を受信することであって、該第２
のアセットは、該第１のアセットの属性と同様である１つ以上の属性を有する、ことと、
　該第１の動作が、該第２のアセットのアクセス可能性と一致しないことを検出すること
によって、該第１の動作と該第２の動作との間の不一致を検出することと、
　該第１の動作と該第２の動作との間の該不一致に関して該第１のユーザに警告すること
と
　を含む、方法。
【請求項２】
　いずれかまたは両方のアセットのコンテンツプロバイダ、または、いずれかまたは両方
のアセットと関連するスポンサに、検出した不一致を報告することをさらに含む、請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
　いずれかまたは両方のアセットに関して以前に送信された他のレポートを視認する選択
肢を、前記第１のユーザに提供することをさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２の動作は、ユーザによって行われる動作である、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２の動作は、前記第１のユーザとは異なる第２のユーザによって行われる動作で
あり、前記第１の動作と第２の動作との間の不一致を検出することは、該第１のユーザと
関連する第１のプロファイルを、該第２のユーザと関連する第２のプロファイルと比較す
ることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２の動作は、利用可能なアセットのデータベースへの前記第２のアセットの追加
、または該第２のアセットの１つ以上の属性の修正である、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の動作を逆転させるように前記第１のユーザを促すことをさらに含む、請求項
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１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１の動作に起因する変更の適正な一部を取り消すように前記第１のユーザを促す
ことをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のユーザが前記第２のアセットへのアクセスを制限することを可能にすること
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記不一致を検出することは、
　メモリから前記第１のアセットと関連する第１の一式の属性を取り出すことと、
　複数のアセットの間で、該第１の一式の属性と同様である１つ以上の属性を有する前記
第２のアセットを検索することと、
　前記第１の動作を、該第２のアセットに関して行われる前記第２の動作と比較すること
と、
　該比較および同様である該１つ以上の属性に基づいて、該第１の動作が該第２の動作と
一致しないかどうかを決定することと
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　制御回路を備えるシステムであって、
　該制御回路は、
　第１のユーザから、第１のメディアアセットへのアクセスを制限する第１の動作を受信
することと、
　第２のメディアアセットに対して行われる第２の動作を受信することであって、該第２
のアセットは、該第１のアセットの属性と同様である１つ以上の属性を有する、ことと、
　該第１の動作と該第２の動作との間の不一致を検出することであって、該第１の動作が
該第２の動作のアクセス可能性と一致しないことを検出することを含む、ことと、
　該第１の動作と該第２の動作との間の該不一致に関して該第１のユーザに警告すること
と
　を行うように、構成される、システム。
【請求項１２】
　前記制御回路は、いずれかまたは両方のアセットのコンテンツプロバイダ、または、い
ずれかまたは両方のアセットと関連するスポンサに、前記検出した不一致を報告するよう
にさらに構成される、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記制御回路は、いずれかまたは両方のアセットに関して以前に送信された他のレポー
トを視認する選択肢を、前記第１のユーザに提供するようにさらに構成される、請求項１
２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記第２の動作は、ユーザによって行われる動作である、請求項１１に記載のシステム
。
【請求項１５】
　前記第２の動作は、該第１のユーザとは異なる第２のユーザによって行われる動作であ
り、
　前記制御回路はさらに、該第１のユーザと関連する第１のプロファイルを、該第２のユ
ーザと関連する第２のプロファイルと比較するように構成される、請求項１１に記載のシ
ステム。
【請求項１６】
　前記第２の動作は、利用可能なアセットのデータベースへの前記第２のアセットの追加
、または該第２のアセットの１つ以上の属性の修正である、請求項１１に記載のシステム
。
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【請求項１７】
　前記制御回路は、前記第１の動作を逆転させるように前記第１のユーザを促すようにさ
らに構成される、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記制御回路は、前記第１の動作に起因する変更の適正な一部を取り消すよう前記第１
のユーザを促すようにさらに構成される、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記制御回路は、前記第１のユーザが、前記第２のアセットへのアクセスを制限するこ
とを可能にするように構成される、請求項１１に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記制御回路は、
　メモリから前記第１のアセットと関連する第１の一式の属性を取り出すことと、
　複数のアセットの間で、該第１の一式の属性と同様である１つ以上の属性を有する前記
第２のアセットを検索することと、
　前記第１の動作を、前記第２のアセットに関して行われる前記第２の動作と比較するこ
とと、
　該比較および同様である該１つ以上の属性に基づいて、該第１の動作が該第２の動作と
一致しないかどうかを決定することと
　を行うようにさらに構成される、請求項１１に記載のシステム。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　ユーザは、第２のデバイスを通してコンピュータによってホストされたウェブサイトに
ログオンし得る。コンピュータは、ユーザと関連するフィードバック キューまたはメモ
リの中のフィードバック要求入力の存在を検出し得る。コンピュータは、フィードバック
要求入力のうちの１つ以上を取り出し、第２のデバイスにフィードバック要求を提供し得
る。ユーザは、ウェブサイトを通して、第２のデバイスにおける特定のフィードバック要
求入力と関連するアセットに関する フィードバックを提供するように、第２のデバイス
において促され得る。ユーザは、ウェブサイト形態で種々のフィードバック選択肢（テキ
スト入力フィールドを含む）を選択することによって、アセットに関する詳細なフィード
バックを提供し得る。フィードバックは、アセットのメディアプロバイダに、および／ま
た はアセットと関連する任意のスポンサまたは広告主に提供され得る。
　本発明は、例えば、以下の項目を提供する。
（項目１）
　第１のユーザから、第１のメディアアセットへのアクセスを制限する第１の動作を受信
することと、
　第２のメディアアセットに対して行われる第２の動作を受信することであって、該第２
のアセットは、該第１のアセットの属性と同様である１つ以上の属性を有する、ことと、
　該第１の動作が、該第２のアセットのアクセス可能性と一致しないことを検出すること
によって、該第１の動作と該第２の動作との間の不一致を検出することと、
　該第１の動作と該第２の動作との間の該不一致に関して該第１のユーザに警告すること
と
　を含む、方法。
（項目２）
　いずれかまたは両方のアセットのコンテンツプロバイダ、または、いずれかまたは両方
のアセットと関連するスポンサに、検出した不一致を報告することをさらに含む、項目１
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に記載の方法。
（項目３）
　いずれかまたは両方のアセットに関して以前に送信された他のレポートを視認する選択
肢を、前記第１のユーザに提供することをさらに含む、項目２に記載の方法。
（項目４）
　前記第２の動作は、ユーザによって行われる動作である、項目１に記載の方法。
（項目５）
　前記第２の動作は、前記第１のユーザとは異なる第２のユーザによって行われる動作で
あり、前記第１の動作と第２の動作との間の不一致を検出することは、該第１のユーザと
関連する第１のプロファイルを、該第２のユーザと関連する第２のプロファイルと比較す
ることを含む、項目１に記載の方法。
（項目６）
　前記第２の動作は、利用可能なアセットのデータベースへの前記第２のアセットの追加
、または該第２のアセットの１つ以上の属性の修正である、項目１に記載の方法。
（項目７）
　前記第１の動作を逆転させるように前記第１のユーザを促すことをさらに含む、項目１
に記載の方法。
（項目８）
　前記第１の動作に起因する変更の適正な一部を取り消すように前記第１のユーザを促す
ことをさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目９）
　前記不一致の理由に関する情報を供給するようにユーザを促すことをさらに含む、項目
１に記載の方法。
（項目１０）
　前記情報を供給するようにユーザを促すことは、複数のフィードバック選択肢を表示す
ることを含み、前記方法はさらに、該フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つのユ
ーザ選択を受信することを含む、項目９に記載の方法。
（項目１１）
　前記フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つは、前記第１または第２のアセット
に関するフィードバックを提供し、該フィードバック選択肢は、猥褻、評定の不正確性ま
たは不適切性、少数派または女性にとっての不快、宗教的不寛容、差別、動物虐待、およ
び不道徳に関する選択肢から成る群より選択される、項目１０に記載の方法。
（項目１２）
　前記フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つは、前記ユーザが前記第１または第
２のアセットに対する評定または副評定を提案することを可能にする、項目１０に記載の
方法。
（項目１３）
　ユーザから前記不一致の理由に関する情報を受信することと、
　いずれかまたは両方のアセットのコンテンツプロバイダ、または、いずれかまたは両方
のアセットと関連するスポンサに、該受信した情報を供給することと
　をさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目１４）
　前記第１のユーザが前記第２のアセットへのアクセスを制限することを可能にすること
を含む、項目１に記載の方法。
（項目１５）
　前記第１のアセットの属性と同様である前記第２のアセットの属性は、評定、副評定、
ジャンル、シリーズのメンバーシップ、お気に入りのメンバーシップ、ブックマークした
状態、タグ付けした状態、ＤＶＲ視聴状態、サービスの種類、チャネル関連性、ウェブサ
イト関連性、または一般視聴状態である、項目１に記載の方法。
（項目１６）
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　前記第２のアセットの属性は、前記第１のアセットの属性の値と同等である値を有する
、項目１５に記載の方法。
（項目１７）
　前記第１のアセットの属性と同様である前記第２のアセットの属性は、前記第１のアセ
ットに対して、フィードバックが以前に提供されているかどうかを示す状態である、項目
１に記載の方法。
（項目１８）
　前記第２の動作は、不動作である、項目１に記載の方法。
（項目１９）
　前記不動作は、前記第２のアセットへのアクセスを制限しないことを含む、項目１８に
記載の方法。
（項目２０）
　前記不一致を検出することは、
　メモリから前記第１のアセットと関連する第１の一式の属性を取り出すことと、
　複数のアセットの間で、該第１の一式の属性と同様である１つ以上の属性を有する前記
第２のアセットを検索することと、
　前記第１の動作を、該第２のアセットに関して行われる前記第２の動作と比較すること
と、
　該比較および同様である該１つ以上の属性に基づいて、該第１の動作が該第２の動作と
一致しないかどうかを決定することと
　を含む、項目１に記載の方法。
（項目２１）
　前記第１の動作を前記第２の動作と比較することは、
　前記第１のアセットに対する第１のアクセス制限を設定することと、
　前記第２のアセットが該第１のアクセス制限と同様のアクセス制限を含むかどうかを決
定することと
　を含む、項目２０に記載の方法。
（項目２２）
　前記第１のアセットおよび前記第２のアセットに対応するアセット制限情報は、それぞ
れのアセット特性データ構造のフィールドに記憶される、項目２１に記載の方法。
（項目２３）
　ウェブサイトと関連するコンピュータに、前記不一致に関するフィードバックがユーザ
によって提供されることを示す電子通信を伝送することをさらに含む、項目１に記載の方
法。
（項目２４）
　前記電子通信は、前記ユーザおよび前記第１のアセットを識別する、項目２３に記載の
方法。
（項目２５）
　前記電子通信は、さらなるフィードバックを提供する選択肢のユーザ選択に応答して、
テレビ機器デバイスから伝送される、項目２３に記載の方法。
（項目２６）
　前記不一致に関するフィードバックは、テキスト形式で前記ユーザによって前記ウェブ
サイトに提供される、項目２３に記載の方法。
（項目２７）
　第１のユーザ機器デバイスのユーザからメディアアセットに関するフィードバックを受
信する方法であって、
　コンピュータにおいて、第１の電子通信を受信することであって、該コンピュータは、
ウェブサイトと関連し、該第１のユーザ機器デバイスから遠隔にある、ことと、
　該第１の電子通信の受信に応答して、該メディアアセットのフィードバックが該ユーザ
によって提供されることを示すデータを記憶することと、
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　該ユーザが第２のユーザ機器デバイスで該ウェブサイトにアクセスしたことを検出する
ことと、
　該メディアアセットのフィードバックが該ユーザによって提供されることを示すデータ
が記憶されているかどうかを決定することと、
　該決定に応答して、該メディアアセットのフィードバックについて該ユーザを促す第２
の電子通信を該第２のユーザ機器デバイスに提供することと、
　該第２のユーザ機器デバイスから該メディアアセットのフィードバックを受信すること
と
　を含む、方法。
（項目２８）
　前記メディアアセットのフィードバックが前記ユーザによって提供されることを示すデ
ータを記憶することは、フィードバックキューに入力を追加することを含み、該入力は、
該メディアアセットのフィードバックが該ユーザによって提供されることを示す該データ
に対応する情報を含む、項目２７に記載の方法。
（項目２９）
　前記ユーザが前記第２のユーザ機器デバイスで前記ウェブサイトにアクセスしたことを
検出することは、該第２のユーザ機器デバイスにおいて、メディアアセットのフィードバ
ックを提供する選択肢を表示することを含み、前記方法はさらに、
　前記ユーザから、該フィードバックを提供する選択肢の選択を受信することを含む、
　項目２７に記載の方法。
（項目３０）
　前記メディアアセットのフィードバックが前記ユーザによって提供されることを示すデ
ータが記憶されているかどうかを決定することは、
　少なくとも１つの入力が前記フィードバックキューに追加されているかどうかを決定す
ることであって、該少なくとも１つの入力は、該メディアアセットのフィードバックが該
ユーザによって提供されることを示す該データに対応する情報を含む、ことと、
　該フィードバックキューから該少なくとも１つの入力を取り出すことと
　を含む、項目２７に記載の方法。
（項目３１）
　前記第１の電子通信は、前記ユーザの識別子と、前記メディアアセットの識別子とを含
む、項目２７に記載の方法。
（項目３２）
　前記メディアアセットの前記識別子は、前記メディアアセットのタイトルを含む、項目
３１に記載の方法。
（項目３３）
　前記メディアアセットのフィードバックは、テキスト形式で前記第２のユーザ機器デバ
イスから受信される、項目２７に記載の方法。
（項目３４）
　前記第２の電子通信は、前記メディアアセットのタイトルと、該メディアアセットの承
認または不承認の理由を表すフィードバックを前記ユーザから受信するためのフィードバ
ックフィールドとを含む、項目２７に記載の方法。
（項目３５）
　前記第２の電子通信は、Ｅメールまたはテキストメッセージである、項目２７に記載の
方法。
（項目３６）
　前記第２の電子通信は、いずれかまたは両方のアセットを表す写真またはビデオクリッ
プを含む、項目２７に記載の方法。
（項目３７）
　前記メディアアセットのフィードバックについて前記ユーザを促すことは、該メディア
アセットのフィードバックを要求する視聴者に対する警告を表示することを含む、項目２
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７に記載の方法。
（項目３８）
　前記フィードバックを受信することは、複数のフィードバック選択肢を前記第２のユー
ザ機器デバイス上で表示することと、該フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つを
選択することとを含む、項目２７に記載の方法。
（項目３９）
　前記フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つは、前記ユーザが前記メディアアセ
ットの承認または不承認の理由を表すことを可能にするためのテキスト入力フィールドを
含む、項目３８に記載の方法。
（項目４０）
　制御回路を備えるシステムであって、
　第１のユーザから、第１のメディアアセットへのアクセスを制限する第１の動作を受信
することと、
　第２のメディアアセットに対して行われる第２の動作を受信することであって、該第２
のアセットは、該第１のアセットの属性と同様である１つ以上の属性を有する、ことと、
　該第１の動作と該第２の動作との間の不一致を検出することであって、該第１の動作が
該第２の動作のアクセス可能性と一致しないことを検出することを含む、ことと、
　該第１の動作と該第２の動作との間の該不一致に関して該第１のユーザに警告すること
と
　を行うように、構成される、システム。
（項目４１）
　前記制御回路は、いずれかまたは両方のアセットのコンテンツプロバイダ、または、い
ずれかまたは両方のアセットと関連するスポンサに、前記検出した不一致を報告するよう
にさらに構成される、項目４０に記載のシステム。
（項目４２）
　前記制御回路は、いずれかまたは両方のアセットに関して以前に送信された他のレポー
トを視認する選択肢を、前記第１のユーザに提供するようにさらに構成される、項目４１
に記載のシステム。
（項目４３）
　前記第２の動作は、ユーザによって行われる動作である、項目４０に記載のシステム。
（項目４４）
　前記第２の動作は、該第１のユーザとは異なる第２のユーザによって行われる動作であ
り、
　前記制御回路はさらに、該第１のユーザと関連する第１のプロファイルを、該第２のユ
ーザと関連する第２のプロファイルと比較するように構成される、　項目４０に記載のシ
ステム。
（項目４５）
　前記第２の動作は、利用可能なアセットのデータベースへの前記第２のアセットの追加
、または該第２のアセットの１つ以上の属性の修正である、項目４０に記載のシステム。
（項目４６）
　前記制御回路は、前記第１の動作を逆転させるように前記第１のユーザを促すようにさ
らに構成される、項目４０に記載のシステム。
（項目４７）
　前記制御回路は、前記第１の動作に起因する変更の適正な一部を取り消すよう前記第１
のユーザを促すようにさらに構成される、項目４０に記載のシステム。
（項目４８）
　前記制御回路は、前記不一致の理由に関する情報を供給するようユーザを促すようにさ
らに構成される、項目４０に記載のシステム。
（項目４９）
　表示デバイスをさらに備え、前記制御回路は、複数のフィードバック選択肢を該表示デ
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バイス上で表示し、前記フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つのユーザ選択を受
信するようにさらに構成される、項目４８に記載のシステム。
（項目５０）
　前記フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つは、前記第１または第２のアセット
に関するフィードバックを提供し、該フィードバック選択肢は、猥褻、評定の不正確性ま
たは不適切性、少数派または女性にとっての不快、宗教的不寛容、差別、動物虐待、およ
び不道徳に関する選択肢から成る群より選択される、項目４９に記載のシステム。
（項目５１）
　前記フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つは、前記ユーザが前記第１または第
２のアセットに対する評定または副評定を提案することを可能にする、項目４９に記載の
システム。
（項目５２）
　前記制御回路は、
　ユーザから前記不一致の理由に関する情報を受信し、
　いずれかまたは両方のアセットのコンテンツプロバイダ、または、いずれかまたは両方
のアセットと関連するスポンサに、該受信した情報を供給するようにさらに構成される、
　項目４０に記載のシステム。
（項目５３）
　前記制御回路は、前記第１のユーザが、前記第２のアセットへのアクセスを制限するこ
とを可能にするように構成される、項目４０に記載のシステム。
（項目５４）
　前記第１のアセットの属性と同様である前記第２のアセットの属性は、評定、副評定、
ジャンル、シリーズのメンバーシップ、お気に入りのメンバーシップ、ブックマークした
状態、タグ付けした状態、ＤＶＲ視聴状態、サービスの種類、チャネル関連性、ウェブサ
イト関連性、または一般視聴状態である、項目４０に記載のシステム。
（項目５５）
　前記第２のアセットの属性は、前記第１のアセットの属性の値と同等である値を有する
、項目５４に記載のシステム。
（項目５６）
　前記第１のアセットの属性と同様である前記第２のアセットの属性は、該第１のアセッ
トに対して、フィードバックが以前に提供されているかどうかを示す状態である、項目４
０に記載のシステム。
（項目５７）
　前記第２の動作は、不動作である、項目４０に記載のシステム。
（項目５８）
　前記不動作は、前記第２のアセットへのアクセスを制限しないことを含む、項目５７に
記載のシステム。
（項目５９）
　前記制御回路は、
　メモリから前記第１のアセットと関連する第１の一式の属性を取り出すことと、
　複数のアセットの間で、該第１の一式の属性と同様である１つ以上の属性を有する前記
第２のアセットを検索することと、
　前記第１の動作を、前記第２のアセットに関して行われる前記第２の動作と比較するこ
とと、
　該比較および同様である該１つ以上の属性に基づいて、該第１の動作が該第２の動作と
一致しないかどうかを決定することと
　を行うようにさらに構成される、項目４０に記載のシステム。
（項目６０）
　前記制御回路は、
　前記第１のアセットに対する第１のアクセス制限を設定し、
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　前記第２のアセットが該第１のアクセス制限と同様のアクセス制限を含むかどうかを決
定するようにさらに構成される、
　項目５９に記載のシステム。
（項目６１）
　前記第１のアセットおよび前記第２のアセットに対応するアセット制限情報は、それぞ
れのアセット特性データ構造のフィールドに記憶される、項目６０に記載のシステム。
（項目６２）
　前記制御回路は、ウェブサイトと関連するコンピュータに、前記不一致に関するフィー
ドバックがユーザによって提供されることを示す電子通信を伝送するようにさらに構成さ
れる、項目４０に記載のシステム。
（項目６３）
　前記電子通信は、前記ユーザおよび前記第１のアセットを識別する、項目６２に記載の
システム。
（項目６４）
　前記電子通信は、さらなるフィードバックを提供する選択肢のユーザ選択に応答して、
テレビ機器デバイスから伝送される、項目６２に記載のシステム。
（項目６５）
　前記不一致に関するフィードバックは、テキスト形式で前記ユーザによって前記ウェブ
サイトに提供される、項目６２に記載のシステム。
（項目６６）
　第１のユーザ機器デバイスのユーザからメディアアセットに関するフィードバックを受
信するためのシステムであって、
　ウェブサイトと関連し、該第１のユーザ機器デバイスから遠隔にある、コンピュータで
あって、
　　第１の電子通信を受信することと、
　　該第１の電子通信の受信に応答して、該メディアアセットのフィードバックがユーザ
によって提供されることを示すデータをメモリに記憶することと、
　　該ユーザが第２のユーザ機器デバイスで該ウェブサイトにアクセスしたことを検出す
ることと、
　　該メディアアセットのフィードバックが該ユーザによって提供されることを示すデー
タが該メモリに記憶されているかどうかを決定することと、
　　該決定に応答して、該メディアアセットのフィードバックについて該ユーザを促す、
第２の電子通信を該第２のユーザ機器デバイスに提供することと、
　　該第２のユーザ機器デバイスから該メディアアセットのフィードバックを受信するこ
とと
　を行うように構成される、処理回路
　を備える、コンピュータ
　を備える、システム。
（項目６７）
　前記処理回路は、前記メモリの中のフィードバックキューに入力を追加するようにさら
に構成され、該入力は、前記メディアアセットのフィードバックが前記ユーザによって提
供されることを示す前記データに対応する情報を含む、項目６６に記載のシステム。
（項目６８）
　前記第２のユーザ機器デバイスは、表示デバイスと、制御回路とを備え、該制御回路は
、メディアアセットのフィードバックを提供する選択肢を該表示デバイス上で表示し、前
記ユーザから、該フィードバックを提供する選択肢の選択を受信するようにさらに構成さ
れる、項目６６に記載のシステム。
（項目６９）
　前記処理回路は、
　少なくとも１つの入力が前記メモリの中のフィードバックキューに追加されているかど
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うかを決定することであって、該少なくとも１つの入力は、前記メディアアセットのフィ
ードバックが前記ユーザによって提供されることを示す前記データに対応する情報を含む
、ことと、
　該フィードバックキューから該少なくとも１つの入力を取り出すことと
　を行うようにさらに構成される、項目６６に記載のシステム。
（項目７０）
　前記第１の電子通信は、前記ユーザの識別子と、前記メディアアセットの識別子とを含
む、項目６６に記載のシステム。
（項目７１）
　前記メディアアセットの前記識別子は、前記メディアアセットのタイトルを含む、項目
７０に記載のシステム。
（項目７２）
　前記メディアアセットのフィードバックは、テキスト形式で前記第２のユーザ機器デバ
イスから受信される、項目６６に記載のシステム。
（項目７３）
　前記第２の電子通信は、前記メディアアセットのタイトルと、前記メディアアセットの
承認または不承認の理由を表すフィードバックを前記ユーザから受信するためのフィード
バックフィールドとを含む、項目６６に記載のシステム。
（項目７４）
　前記第２の電子通信は、Ｅメールまたはテキストメッセージである、項目６６に記載の
システム。
（項目７５）
　前記第２の電子通信は、いずれかまたは両方のアセットを表す写真またはビデオクリッ
プを含む、項目６６に記載のシステム。
（項目７６）
　前記第２のユーザ機器デバイスは、表示デバイスと、前記メディアアセットのフィード
バックを要求する視聴者に対する警告を該表示デバイス上に表示するように構成される制
御回路とを備える、項目６６に記載のシステム。
（項目７７）
　前記第２のユーザ機器デバイスは、表示デバイスと、複数のフィードバック選択肢を該
表示デバイス上で表示し、該フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つの選択を受信
するように構成される制御回路とを備える、項目６６に記載のシステム。
（項目７８）
　前記フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つは、前記ユーザが前記メディアアセ
ットの承認または不承認の理由を表すことを可能にするためのテキスト入力フィールドを
含む、項目７７に記載のシステム。
（項目７９）
　第１のユーザから、第１のメディアアセットへのアクセスを制限する第１の動作を受信
する手段と、
　第２のメディアアセットに対して行われる第２の動作を受信する手段であって、該第２
のアセットは、該第１のアセットの属性と同様である１つ以上の属性を有する、手段と、
　該第１の動作が該第２のアセットのアクセス可能性と一致しないことを検出することに
よって、該第１の動作と該第２の動作との間の不一致を検出する手段と、
　該第１の動作と該第２の動作との間の該不一致に関して該第１のユーザに警告する手段
と
　を備える、装置。
（項目８０）
　いずれかまたは両方のアセットのコンテンツプロバイダ手段、または、いずれかまたは
両方のアセットと関連するスポンサ手段に、検出した不一致を報告する手段をさらに備え
る、項目７９に記載の装置。
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（項目８１）
　いずれかまたは両方のアセットに関して以前に送信された他のレポートを視認する選択
肢を、前記第１のユーザに提供する手段をさらに備える、項目７９に記載の装置。
（項目８２）
　前記第２の動作は、ユーザによって行われる動作である、項目７９に記載の装置。
（項目８３）
　前記第２の動作は、前記第１のユーザとは異なる第２のユーザによって行われる動作で
あり、
　前記第１の動作と該第２の動作との間の不一致を検出する手段は、該第１のユーザと関
連する第１のプロファイルを、第２のユーザと関連する第２のプロファイルと比較するこ
とを含む、
　項目７９に記載の装置。
（項目８４）
　前記第２の動作は、利用可能なアセットのデータベース手段への前記第２のアセットの
追加、または該第２のアセットの１つ以上の属性の修正である、項目７９に記載の装置。
（項目８５）
　前記第１の動作を逆転させるように前記第１のユーザを促す手段をさらに備える、項目
７９に記載の装置。
（項目８６）
　前記第１の動作に起因する変更の適正な一部を取り消すように前記第１のユーザを促す
手段をさらに備える、項目７９に記載の装置。
（項目８７）
　前記不一致の理由に関する情報を供給するようにユーザを促す手段をさらに備える、項
目７９に記載の装置。
（項目８８）
　前記情報を供給するようにユーザを促す手段は、複数のフィードバック選択肢を表示す
る手段を備え、前記装置はさらに、該フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つのユ
ーザ選択を受信する手段を備える、項目８７に記載の装置。
（項目８９）
　前記フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つは、前記第１または第２のアセット
に関するフィードバックを提供し、該フィードバック選択肢は、猥褻、評定の不正確性ま
たは不適切性、少数派または女性にとっての不快、宗教的不寛容、差別、動物虐待、およ
び不道徳に関する選択肢から成る群より選択される、項目８８に記載の装置。
（項目９０）
　前記フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つは、前記ユーザが前記第１または第
２のアセットに対する評定または副評定を提案することを可能にする、項目８８に記載の
装置。
（項目９１）
　ユーザから前記不一致の理由に関する情報を受信する手段と、
　いずれかまたは両方のアセットのコンテンツプロバイダ手段、または、いずれかまたは
両方のアセットと関連するスポンサ手段に、該受信した情報を供給する手段と
　をさらに備える、項目７９に記載の装置。
（項目９２）
　前記第１のユーザが前記第２のアセットへのアクセスを制限することを可能にする手段
を含む、項目７９に記載の装置。
（項目９３）
　前記第１のアセットの属性と同様である前記第２のアセットの属性は、評定、副評定、
ジャンル、シリーズのメンバーシップ、お気に入りのメンバーシップ、ブックマークした
状態、タグ付けした状態、ＤＶＲ視聴状態、サービスの種類、チャネル関連性、ウェブサ
イト関連性、または一般視聴状態である、項目７９に記載の装置。
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（項目９４）
　前記第２のアセットの属性は、前記第１のアセットの属性の値と同等である値を有する
、項目９３に記載の装置。
（項目９５）
　前記第１のアセットの属性と同様である前記第２のアセットの属性は、前記第１のアセ
ットに対して、フィードバックが以前に提供されているかどうかを示す状態である、項目
７９に記載の装置。
（項目９６）
　前記第２の動作は、不動作である、項目７９に記載の装置。
（項目９７）
　前記不動作は、前記第２のアセットへのアクセスを制限しないことを含む、項目９６に
記載の装置。
（項目９８）
　前記不一致を検出する手段は、
　メモリ手段から前記第１のアセットと関連する第１の一式の属性を取り出す手段と、
　複数のアセットの間で、該第１の一式の属性と同様である１つ以上の属性を有する前記
第２のアセットを検索する手段と、
　前記第１の動作を、該第２のアセットに関して行われる前記第２の動作と比較する手段
と、
　該比較および該同様である１つ以上の属性に基づいて、該第１の動作が該第２の動作と
一致しないかどうかを決定する手段と、
　を備える、項目７９に記載の装置。
（項目９９）
　前記第１の動作を該第２の動作と比較する手段は、
　前記第１のアセットに対する第１のアクセス制限を設定する手段と、
　前記第２のアセットが該第１のアクセス制限と同様のアクセス制限を含むかどうかを決
定する手段と、
　を備える、項目９８に記載の装置。
（項目１００）
　前記第１のアセットおよび前記第２のアセットに対応するアセット制限情報は、それぞ
れのアセット特性データ構造のフィールドに記憶される、項目９８に記載の装置。
（項目１０１）
　ウェブサイトと関連するコンピュータに、前記不一致に関するフィードバックがユーザ
によって提供されることを示す電子通信を伝送する手段をさらに含む、項目７９に記載の
装置。
（項目１０２）
　前記電子通信は、前記ユーザおよび前記第１のアセットを識別する、項目１０１に記載
の装置。
（項目１０３）
　前記電子通信は、さらなるフィードバックを提供する選択肢のユーザ選択に応答して、
テレビ機器デバイス手段から伝送される、項目１０２に記載の装置。
（項目１０４）
　前記不一致に関するフィードバックは、テキスト形式で前記ユーザによって前記ウェブ
サイトに提供される、項目１０２に記載の装置。
（項目１０５）
　第１のユーザ機器デバイス手段のユーザからメディアアセットに関するフィードバック
を受信するための装置であって、
　コンピュータ手段において、第１の電子通信を受信する手段であって、該コンピュータ
手段は、ウェブサイトと関連し、該第１のユーザ機器デバイス手段から遠隔にある、手段
と、
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　該第１の電子通信の受信に応答して、該メディアアセットのフィードバックがユーザに
よって提供されることを示すデータを記憶する手段と、
　該ユーザが第２のユーザ機器デバイス手段で該ウェブサイトにアクセスしたことを検出
する手段と、
　該メディアアセットのフィードバックが該ユーザによって提供されることを示すデータ
が記憶されているかどうかを決定する手段と、
　該決定に応答して、該メディアアセットのフィードバックについて該ユーザを促す、第
２の電子通信を該第２のユーザ機器デバイス手段に提供する手段と、
　該第２のユーザ機器デバイス手段から該メディアアセットのフィードバックを受信する
手段と
　を備える、装置。
（項目１０６）
　前記メディアアセットのフィードバックが前記ユーザによって提供されることを示すデ
ータを記憶する手段は、フィードバックキュー手段に入力を追加することを含み、該入力
は、該メディアアセットのフィードバックが該ユーザによって提供されることを示す該デ
ータに対応する情報を含む、項目１０５に記載の装置。
（項目１０７）
　前記ユーザが第２のユーザ機器デバイス手段で前記ウェブサイトにアクセスしたことを
検出する手段は、前記第２のユーザ機器デバイス手段において、メディアアセットのフィ
ードバックを提供する選択肢を表示する手段を備え、前記装置は、
　該ユーザから、該フィードバックを提供する選択肢の選択を受信する手段をさらに備え
る、
　項目１０５に記載の装置。
（項目１０８）
　前記メディアアセットのフィードバックが前記ユーザによって提供されることを示すデ
ータが記憶されているかどうかを決定する手段は、
　少なくとも１つの入力がフィードバックキュー手段に追加されているかどうかを決定す
る手段であって、該少なくとも１つの入力は、該メディアアセットのフィードバックが該
ユーザによって提供されることを示す該データに対応する情報を含む、手段と、
　該フィードバックキュー手段から該少なくとも１つの入力を取り出す手段と
　を備える、項目１０５に記載の装置。
（項目１０９）
　前記第１の電子通信は、前記ユーザの識別子と、前記メディアアセットの識別子とを含
む、項目１０５に記載の装置。
（項目１１０）
　前記メディアアセットの前記識別子は、前記メディアアセットのタイトルを含む、項目
１０９に記載の装置。
（項目１１１）
　前記メディアアセットのフィードバックは、テキスト形式で前記第２のユーザ機器デバ
イスから受信される、項目１０５に記載の装置。
（項目１１２）
　前記第２の電子通信は、前記メディアアセットのタイトルと、該メディアアセットの承
認または不承認の理由を表すフィードバックを前記ユーザから受信するためのフィードバ
ックフィールドとを含む、項目１０５に記載の装置。
（項目１１３）
　前記第２の電子通信は、Ｅメールまたはテキストメッセージである、項目１０５に記載
の装置。
（項目１１４）
　前記第２の電子通信は、いずれかまたは両方のアセットを表す写真またはビデオクリッ
プを含む、項目１０５に記載の装置。
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（項目１１５）
　前記メディアアセットのフィードバックについて前記ユーザを促す手段は、該メディア
アセットの該フィードバックを要求する視聴者に対する警告を表示する手段を含む、項目
１０５に記載の装置。
（項目１１６）
　前記フィードバックを受信する手段は、複数のフィードバック選択肢を前記第２のユー
ザ機器デバイス手段上で表示することと、該フィードバック選択肢のうちの少なくとも１
つを選択することとを含む、項目１０５に記載の装置。
（項目１１７）
　前記フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つは、前記ユーザが前記メディアアセ
ットの承認または不承認の理由を表すことを可能にするためのテキスト入力フィールドを
含む、項目１１６に記載の装置。
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